
行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

令和5年3月1日 有限会社藤本運輸作業（法
人番号 3120002080190） 代
表者藤本芳子

大阪府大東市新田旭
町3-62

本社 大阪府大東市新田旭
町3-62

許可の取消し 貨物自動車運送事業法
第32条

法令違反の疑いがあることを端緒に調査を開始した
ところ、長期にわたり事業者としての実態が確認出
来なかった。

0 0

令和5年3月1日 関西エキスプレス株式会社
(法人番号4122001009137）
代表者田中哲雄

大阪府東大阪市池島
町2丁目1-1773

大阪 大阪府東大阪市東石
切町2-5-10

許可の取消し 貨物自動車運送事業法
第32条

関係機関からの情報を端緒に調査を開始したとこ
ろ、長期にわたり事業者としての実態が確認出来な
かった。

0 0

令和5年3月1日 株式会社浅井商店（法人番
号9120101023581）代表者浅
井茂樹

大阪府松原市河合3丁
目30番地の73

本社 大阪府松原市河合3丁
目30番地の73

許可の取消し 貨物自動車運送事業法
第32条

関係機関からの情報を端緒に調査を開始したとこ
ろ、長期にわたり事業者としての実態が確認出来な
かった。

0 0

令和5年3月1日 株式会社城本トランスポート
代表者城本武千代

大阪府門真市大字下
馬伏33-5

本社 大阪府門真市下馬伏
149-1,187-1

許可の取消し 貨物自動車運送事業法
第32条

関係機関からの情報を端緒に調査を開始したとこ
ろ、登記簿の閉鎖が確認された。

0 0

令和5年3月1日 栄興海運株式会社代表者長
戸政一

大阪府大阪市港区南
安治川通3-29

本社 大阪府大阪市港区南
安治川通3-29

許可の取消し 貨物自動車運送事業法
第32条

関係機関からの情報を端緒に調査を開始したとこ
ろ、登記簿の閉鎖が確認された。

0 0

令和5年3月1日 京阪通商株式会社代表者十
倉義夫

大阪府茨木市西中条
町16-23

本社 大阪府茨木市西中条
町16-23

許可の取消し 貨物自動車運送事業法
第32条

関係機関からの情報を端緒に調査を開始したとこ
ろ、登記簿の閉鎖が確認された。

0 0

令和5年3月1日 株式会社みやざき（法人番号
1120001158254）代表者宮崎
和也

大阪府門真市大字三ッ
島711-2

本社 大阪府門真市大字三ッ
島711-2

許可の取消し 貨物自動車運送事業法
第32条

関係機関からの情報を端緒に調査を開始したとこ
ろ、長期にわたり事業者としての実態が確認出来な
かった。

0 0

令和5年3月1日 有限会社二和合同物流（法
人番号4120102025458）代表
者中本忠

大阪府和泉市尾井町
731番地

本社 大阪府豊中市末広町3
丁目12番1号

許可の取消し 貨物自動車運送事業法
第32条

関係機関からの情報を端緒に調査を開始したとこ
ろ、長期にわたり事業者としての実態が確認出来な
かった。

0 0

令和5年3月1日 ワイ・ケー物流株式会社（法
人番号5120001151247）代表
者小出芳明

大阪府寝屋川市萱島
東3丁目10番13号

本社 大阪府寝屋川市萱島
東3丁目10番13号

許可の取消し 貨物自動車運送事業法
第32条

関係機関からの情報を端緒に調査を開始したとこ
ろ、長期にわたり事業者としての実態が確認出来な
かった。

0 0

令和5年3月1日 合資会社アキラ運輸サービ
ス（法人番号
4120103000583）代表者川野
明

大阪府高石市千代田6
丁目12番1-305号

本社 大阪府高石市千代田6
丁目12番1-305号

許可の取消し 貨物自動車運送事業法
第32条

法令違反の疑いがあることを端緒に調査を開始した
ところ、長期にわたり事業者としての実態が確認出
来なかった。

0 0

令和5年3月1日 株式会社平成エクスプレス
代表者米子義孝

大阪府摂津市香露園
26-26

本社 大阪府摂津市香露園
26-26

許可の取消し 貨物自動車運送事業法
第32条

法令違反の疑いがあることを端緒に調査を開始した
ところ、登記簿の閉鎖が確認された。

0 0

令和5年3月1日 有限会社清瀬運送（法人番
号4122002012321）代表者小
野節子

大阪府大東市三箇3丁
目10番5号

本社 大阪府大東市三箇3丁
目10番5号

許可の取消し 貨物自動車運送事業法
第32条

法令違反の疑いがあることを端緒に調査を開始した
ところ、長期にわたり事業者としての実態が確認出
来なかった。

0 0

令和5年3月1日 高橋隆史 大阪府大阪市西区九
条南1-7-29

本社 大阪府大阪市西区九
条南1-7-29

許可の取消し 貨物自動車運送事業法
第32条

関係機関からの情報を端緒に調査を開始したとこ
ろ、長期にわたり事業者としての実態が確認出来な
かった。

0 0



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

令和5年3月7日 六甲食品輸送株式会社（法
人番号8140001025264）代表
者飯島保雄

兵庫県神戸市兵庫区
築地町7-1

本社 兵庫県神戸市兵庫区
築地町7-1

文書警告 貨物自動車運送事業法
第17条第4項

令和5年1月4日及び同年1月16日、死亡事故を引き
起こしたことを端緒に監査を実施。1件の違反が認
められた。（1）「貨物自動車運送事業者が事業用自
動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」
による運転者に対する指導及び監督違反【一部不
適切】（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）

0 0

令和5年3月10日 ＳＥＩＷＡ株式会社（法人番号
4160001017809）代表者首藤
剛之

滋賀県甲賀市甲賀町
隠岐2403-17

本社 滋賀県甲賀市甲賀町
隠岐2403-17

文書警告 貨物自動車運送事業法
第17条第4項

令和4年12月22日、法令違反の疑いがあることを端
緒に監査を実施。4件の違反が認められた。（1）点
呼の記録違反【記載事項等の不備】（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第5
項）（2）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安
全規則第8条）（3）運行記録計による記録違反【記
録】（安全規則第9条）（4）運転者台帳【記載事項等
の不備】（安全規則第9条の5第1項）

0 0

令和5年3月13日 株式会社Ｍ’ｓＬＩＮＥ（法人番
号9120101058099）代表者前
野征治

大阪府泉大津市汐見
町4-26

本社 大阪府泉大津市汐見
町4-26

文書警告 貨物自動車運送事業法
第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定
に基づく通知件数(放置行為)が過去1年以内に3件
に達した。（1）運転者の指導監督義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

令和5年3月14日 株式会社カズショウ（法人番
号6150001016520）代表者小
山和代

奈良県大和郡山市九
条町1192番地13

本社 奈良県奈良市北之庄
西町1-8-7

輸送施設の使用停止
（130日車)
輸送の安全確保命令

貨物自動車運送事業法
第17条第1項第1号

令和4年6月28日及び同年8月3日、労働局からの通
報を端緒に監査を実施。8件の違反が認められた。
（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転
者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実施違反【未実施】
（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）（4）点呼の記
録違反【記録】【記載事項等の不備】（安全規則第7
条第5項）、（5）（6）乗務等の記録違反【記載事項等
の不備】【記録の改ざん・不実記載】（安全規則第8
条）、（7）（8）運行記録計による記録違反【記録】【記
録の改ざん・不実記録】（安全規則第9条）

13 13

令和5年3月14日 有限会社東平運送（法人番
号1150002001501）代表者東
平次弘

奈良県奈良市法華寺
町46番地の8

本社 奈良県奈良市法華寺
町46番地の8

輸送施設の使用停止
（45日車)

貨物自動車運送事業法
第9条第1項

令和4年7月7日及び同年8月4日、関係機関の情報
を端緒に監査を実施。8件の違反が認められた。（1）
事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収
容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2
条第1項第4号）、（2）疾病、疲労等のおそれのある
乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第3条第6項）、（3）整備管理者の選任（変
更）の未届出、虚偽届出【選任（変更）の未届出に係
るもの】（安全規則第3条の2、道路運送車両法第52
条）、（4）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】
（安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）、
（5）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】
（安全規則第3条の4）、（6）点呼の記録違反【記載事
項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（7）「貨物自
動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特
別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適
性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）、（8）
運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条
第1項）

5 5



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

令和5年3月14日 田原運送株式会社（法人番
号4150001001326）代表者坂
出武司

奈良県奈良市神殿町
30

本社 奈良県奈良市神殿町
30

文書警告 貨物自動車運送事業法
第17条第1項第2号

令和5年1月19日、関係機関からの情報を端緒に監
査を実施。5件の違反が認められた。(1)点検整備違
反【定期点検整備等の未実施】（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条の2、道路
運送車両法第48条）、(2)点呼の実施違反【未実施】
（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）点呼の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、
（4）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全
規則第8条）（5）運転者台帳【記載事項等の不備】
（安全規則第9条の5第1項）

0 0

令和5年3月15日 株式会社近江商運（法人番
号1160001004776）代表者寺
村肇

滋賀県湖南市石部口
二丁目1番1号

本社 滋賀県湖南市石部口
二丁目1番1号

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業法
第17条第1項第1号

令和4年8月30日、法令違反の疑いがあることを端
緒に監査を実施。5件の違反が認められた。（1）「貨
物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、（2）点呼の実施違反【未実施】
（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）点呼の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、
（4）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全
規則第8条）、（5）運行指示書【作成、指示又は携行
の義務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3項)

4 4

令和5年3月16日 株式会社フレンズ（法人番号
4130001050201）代表者小方
樹里

京都府京都市伏見区
淀美豆町506

本社 京都府京都市伏見区
淀美豆町508番地

文書警告 貨物自動車運送事業法
第17条第1項第1号

令和4年11月24日、公安委員会からの通報を端緒
に監査を実施。5件の違反が認められた。（1）「貨物
自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務
時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条第4項）、（2）点呼の記録違反【記載事項等の
不備】（安全規則第7条第5項）、（3）乗務等の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（4）運行
指示書【作成、指示又は携行の義務違反】（安全規
則第9条の3第1項～第3項）、（5）運転者台帳【記載
事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）

0 0

令和5年3月23日 株式会社プラッツ（法人番号
5130001046768）代表者中村
博

京都府京都市伏見区
毛利町68番地

本社 京都府京都市伏見区
毛利町68

輸送施設の使用停止
（20日車)

貨物自動車運送事業法
第17条第1項第1号

令和4年8月30日及び同年9月13日、公安委員会か
らの通報を端緒に監査を実施。4件の違反が認めら
れた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の
運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3条第4項）、（2）点検整備違反【定期
点検整備等の未実施】（安全規則第3条の2、道路運
送車両法第48条）、（3）点呼の記録違反【記載事項
等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記
録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）

2 2



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

令和5年3月28日 大林運 大阪府大阪市生野区
勝山5-19-17

本店 大阪府大阪市生野区
巽西2-10-13

事業停止（30日間)
輸送施設の使用停止
（220日車)

貨物自動車運送事業法
第17条第4項

令和4年8月31日、関係機関の情報を端緒に監査を
実施。事業停止については、（1）点呼の実施違反
【未実施】（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以
下「安全規則」）第7条第1項～第3項）の1件が認め
られ、使用停止については、（1）疾病、疲労等のお
それのある乗務（安全規則第3条第6項）、（2）点検
整備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第
3条の2、道路運送車両法第48条）、（3）整備管理者
の研修受講義務違反【研修未受講】（安全規則第3
条の4）、（4）アルコール検知器備え義務違反（安全
規則第7条第4項）、（5）乗務等の記録違反【記録】
（安全規則第8条）、（6）運行記録計による記録違反
【記録】（安全規則第9条）、（7）運転者台帳【作成】
（安全規則第9条の5第1項）、（8）「貨物自動車運送
事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導
及び監督の指針」による運転者に対する指導及び
監督違反【大部分不適切】（安全規則第10条第1
項）、（9）運行管理者の講習受講義務違反（安全規
則第23条第1項）の9件が認められた。

52 52


